
眤 14・6・1 第 936号

項 目

身 体 障 害 者 手 帳

療育手帳（知的障害者）の交付

補 装 具 の 交 付 ・ 修 理

日 常 生 活 用 具 の 給 付

身体障害者ホームヘルプサービス

身 体 障 害 者 デ イ サ ー ビ ス

身 体 障 害 者 短 期 入 所

心身障害児（者）短期入所

自動車運転免許取得費助成

自 動 車 改 造 費 助 成

有料道路通行料金割引証の交付

福 祉 タ ク シ ー 券 、

リフト付タクシー券の交付

障害者住宅整備資金融資制度

ガ イ ド ヘ ル プ サ ー ビ ス

手話（要約筆記）奉仕員の派遣

手 話 通 訳 者 の 設 置

身 体 障 害 者 相 談 員

知 的 障 害 者 相 談 員

公 共 交 通 機 関 の 割 引

福 祉 サ ー ビ ス の 概 要

年金・手当などを除く各種障害者福祉サービスを受けるために必要です。

車いす、補聴器など障害部分を補うための器具（補装具）の交付・修理や、

手すり、痰吸引器など在宅障害者の生活を容易にする用具（日常生活用具）

の給付を受けられます。

家庭で食事の世話や掃除、身の回りの世話などを受けられます。

在宅で寝たきりの人は、市内のデイサービス施設で介護・入浴・給食サー

ビスを受けられます。

介護者が都合により一時的に介護できない場合、指定施設に短期入所がで

きます（7日以内）。

就職などで運転免許を取得する人は、免許取得費用一部助成が受けられま

す。また自動車のアクセル、ブレーキなどを改造する場合や介護者の自動車

を障害者向けに改造する場合も費用の一部助成が受けられます。

身障手帳を所持する人が運転する乗用車や、重度身体・知的障害者を乗せ

るための介護者の乗用車について、割引証の交付が受けられます。

基準に該当する重度身体・知的障害者は、タクシー券の交付が受けられま

す。車いすや寝たきりの人が利用できるリフト付タクシー券は、前記に加え

介護保険「要介護3・4・5」の人も対象となります。

身体障害者の居住環境を障害者向けに改善するため、居室や浴室、トイレ

などの増改築・改造をする場合、資金の一部融資が受けられます。

重度の視覚障害者や脳性まひの人が、医療機関や公的機関へ出かける時は、

付き添い（ガイドヘルパー）の派遣を受けられます。

聴覚や音声言語障害のためコミュニケーションに不便を感じている人は、

手話（要約筆記）奉仕員の派遣を受けられます。また聴覚障害者が窓口で困

らないよう、福祉健康課に手話通訳者を設置しています。

障害者の視点から、身体・知的障害者の生活などに関する様々な相談に応

じています。お気軽にご相談ください。連絡先についてはお問合せください。

JR、バス、タクシー、旅客船、国内線航空料金などについて障害者割引があ

ります。事前に各交通機関の窓口などへ身障・療育手帳を提示してください。
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【注意①】サービス利用の制限について
サービスには、所得状況や障害内容・程度、介護の状況、

利用目的などにより利用に制限があるもの、世帯の所得税額

により一部負担額をいただくものがあります。サービスは

「事前申請」が原則です。利用前に必ずお問合せください。

【注意②】介護保険との関係について
介護保険該当者、また認定を受ければ該当となる人は、

介護保険と重なるサービス（例えば「車いす」の交付、

「手すり」の給付、デイサービスなど…）については、介

護保険サービスを利用することになります。

【注意③】障害者福祉制度の改正について
現在、国の障害者施策や障害者福祉サービスのあり方も

大きく変わろうとしています。今回紹介した障害者福祉サ

ービスも近年中に一部改正される予定ですので、改正され

次第、随時お知らせします。

身体・知的障害者のための福祉サービスについて
心身に障害のある人の日常生活を支援するさまざまな福祉サービスから、その一部を紹介します。

窓口蜀福祉健康課福祉係
（1階⑤番窓口、蕕24－2111）

※
手
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11．ケアプランを作成するとき、ケアマネージャから計画の内容について説明を受けましたか。

12－3．良くないと思うことは何ですか（複数回答可）。

12－2．良かったと思うことは何ですか（複数回答可）。
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要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援  家族の
精神的･
身体的
負担が
軽 減さ
れない 

無回答 

その他 

要 介 護
認定など
の申請手
続きが面
倒である 

家族の経済
的負担が軽
減されない 

↑ 
いろんな
介護サー
ビスを選
び、利用
できない 

介護サー
ビスに関
係なく、保
険料を納
める 

無回答 

その他 

要 介 護
認定など
の申請手
続きが面
倒である 

家族の経済
的負担が軽
減されない 

↑ 
いろんな
介護サー
ビスを選
び、利用
できない 

介護サー
ビスに関
係なく、保
険料を納
める 

無回答 

その他 

要 介 護
認定など
の申請手
続きが面
倒である 

家族の
精神的･
身体的
負担が
軽 減さ
れない 

家族の経済
的負担が軽
減されない 

↑ 
いろんな
介護サー
ビスを選
び、利用
できない 

介護サー
ビスに関
係なく、保
険料を納
める 
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要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援  無回答 

わからない 

やや安い→ 
と感じる 

妥当である 

やや高い 
と感じる 

高いと感じる 

←安いと
感じる 

無回答 

わからない 

やや安い→ 
と感じる 

妥当である 

やや高い 
と感じる 

高いと感じる 

←安いと
感じる 

介護保険に関するお問い合わせは…

蜑介護保険サービスに関すること

福祉健康課福祉係
（1階③番窓口、蕕24－2111内線143）へ。

蜑介護保険料に関すること

保険年金課保険給付係
（1階③番窓口、蕕24－2111内線138）へ。
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要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援  無回答 

説明を受け、内容
をよく理解できた 

説明を受け、内容
をおおむね理解理解
できた 

説明を受けたが、
内容をあまり理解
できなかった→ 

↑ 
説明を受けたが、
内容をほとんど理
解できなかった 

←説明を
受けて
いない 

無回答 

説明を受け、内容
をよく理解できた 

説明を受け、内容
をおおむね理解
できた 

説明を受けたが、
内容をあまり理解
できなかった→ 

↑ 
説明を受けたが、
内容をほとんど理
解できなかった 

←説明を
受けて
いない 

0 20 40 60 80 100(%)

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援 

無回答 

どちら 
ともい 
えない 

良くなかった→ 

あまり良く↑ 
なかった 

まあまあ 
良かった 

大変良かった 

無回答 

どちら 
ともい 
えない 

良くなかった→ 

あまり良く↑ 
なかった 

まあまあ 
良かった 

大変良かった 
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要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援  

無回答 
↓ 

↑ 
その他 

介護における家族
の精神的･身体的
負担が減った 

介護における家
族の経済的負
担が減った→ 

↑ 
介護介護サービス
事業者を自
由に選べるよ
うになった 

身体の状況→ 
（介護状態） 
が良くなった 

将来に対
する不安
が減った 

↑いろんな介
護サービスを
利用できる
ようになった 

無回答 
↓ 

↑ 
その他 

介護における家族
の精神的･身体的
負担が減った 

介護における家
族の経済的負
担が減った→ 

↑ 
介護サービス
事業者を自
由に選べるよ
うになった 

↑いろんな介
護サービスを
利用できる
ようになった 

身体の状況→ 
（介護状態） 
が良くなった 

将来に対
する不安
が減った 

13．新津市の介護保険料について、どう感じていますか。

12．介護保険制度ができて良かったと思いますか。蝪11 全体の約8割の利用者は、ケアプランの内容を理解し

たうえで、サービスを受けていることが分かります。

→12 「大変良かった」「まあまあ良かった」を合わせると

69％の人が介護保険制度ができて良かったというこ

とになります。その理由は「介護における家族の精

神的・身体的負担が減った（43％）」、「いろんな介護

サービスを利用できるようになった（18％）」、「将来

に対する不安が減った（13％）」、「介護における家族

の経済的負担が減った（11％）」といったものが挙げ

られ、介護保険により家族の負担や不安が減った傾

向にあることが分かります。一方、介護保険制度が

できて良くなかったと思う人の理由は、「要介護認定

などの申請手続きが面倒（26％）」、「家族の経済的負

担が減らない（25％）」、「介護サービスの利用に関係

なく、保険料を納める（21％）」といったものが挙げ

られています。

↑13 「高いと感じる（23％）」と「やや高いと感じる（24％）」

と、全体の半数近くの人が 介護保険料の負担を感じ

ています。介護保険は国民相互の助け合いのもと、

介護を必要としている人を支えていく制度ですので、

平成14年度に今後の介護サービス見込量を算出して、

介護保険料を改定していきます。

※介護保険季刊紙「きらっTO
と

」などで介護サービス量と保

険料の関係について説明していく予定です。
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